
Q.1 この制度に加入できる者は、日本国籍を有するものに限られていますか。外国人は加入できませんか。 

 

 Ａ 必ずしも国籍は問いません。したがって、県の区域内に住所を有する等の条例上の加入資格を満たし 

  ていればよいことになります。 

Q.２ 既に父親が加入者となっていますが、さらに母親を加入者として加入することができますか。 

 

 A できません。１人の障害のある方に２人の加入者は認められませんので、ご了承ください。 

Q.３ 加入者が障害者であっても、加入できますか。 

 

 A 加入者が障害者であっても、その障害状態が特別の疾病又は障害でなく、生命保険契約の被保険者と      

  なることができる者であると生命保険会社が認めれば加入できます。  

Q.４ 加入者となる要件として、「現に障害のある方を扶養している者」とされていますが、父親が健康を  

  害して加入できない場合に、その他の者を加入者として加入することができますか。 

 

 A その方が、「現に心身障害者を扶養している者」に該当するのであれば加入者となることができます。  

  例えば、母親を加入者として申込みができます。  

障害のある方やその保護者から  
よくあるご質問 
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Q６ 健康上問題があると、本制度には加入できないのですか。 

 

 A 本制度に加入できるかどうかは、加入を申し込む際に健康上の告知をし、保険会社が告知書によって 

  加入を引き受けるかどうかを判断します。そのため、現在の健康状態や過去の傷病歴などによっては、 

  加入できない場合があります。 

   ただし病気といっても多種にわたるため、治療を要する必要も無いほど軽いものである場合や、病気 

  が完治して一定の年数が経過している場合は、加入できる場合があります。  

Q.７ 障害のある方の加入要件では、知的障害者又は身体障害者１級～３級のほか、精神又は身体に永続的 

  な障害のある者も対象とされていますが、具体的にはどのような障害がこれに該当しますか。 

 

 A 例えば、統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症及び血友病その他の特定疾患等があります。 

  ただし、病名の診断があればよいのではなく、公的手当等が支給され病名の診断が公的に認められてい  

  るか、また、公的に認められていない場合は医師の診断書（病歴、現症、予後の見通し等が詳細に記載 

  されているもの）が必要となります。これらより「障害の種類」と「障害の程度」を明確にして加入の 

  諾否が決定されます。   

Q.５ 加入要件の年齢で、65歳以上は加入できないことになっていますが、年齢の計算はいつが基準と 

  なっていますか。 

 

 A 本制度では、加入者の年齢は、毎年４月１日から翌年３月31日までを事業年度として、その事業年度 

  の初日における年齢を基準としています。 

   例えば、４月５日に満65歳になる方は、４月１日時点では64歳ですから、翌年３月31日までは加入 

  資格があることになります。また、掛金の額も４月１日現在の年齢で算定されます。  
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Q１０ 加入者が他の県に住所を異動した場合、異動先の県でも引き続きこの制度に加入できますか。 

 

 A 現在、すべての都道府県・指定都市で実施されており、保護者が他の都道府県・指定都市に異動さ  

  れても、異動先で加入手続きを行うことにより、継続してご加入いただけます。 

Q１１ 加入者と障害のある方が事故により同時（同日）に死亡した場合、年金は支給されますか。 

 

 Ａ 同時死亡の場合は、障害のある方の死亡として取扱い、年金は支給されず、弔慰金の支給となります。 

Q９ 障害のある方の両親が離婚し、母親が障害のある方を扶養することになった場合、父親から母親に加 

  入者変更できますか。 

 

 A 加入者となった後、離婚その他の事情により障害のある方との扶養関係がなくなったため、継続して  

  加入者となることが困難となり、かつ、新しく障害のある方を扶養することとなった方から継続加入の 

  要望があった場合であって、その方に加入者を変更することが社会通念上妥当と認められ、かつ、加入 

  要件を満たしている（P.6参照）ときに限り、加入者の変更を認めています。 

Q.８ 対象となる障害のある方の要件として「将来独立自活することが困難と認められる者」とされていま 

  すが、どのような方が該当することとなりますか。 

 

 A 「独立自活が困難な者」については、加入申込受理の際に、独立自活の可能性が地域の実状に即し、 

  本人及びその世帯の生活実態並びに将来への見通しなどを勘案して個別的具体的に判断されます。 
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